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第４回警備・消防・防災専門委員会 
 

日 時  令和７年１２月２２日（月）  
  午後２時から午後３時３０分まで 
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次  第 

 

１ 開 会 

 

２ 挨  拶 ※岩切課長 

 

３ 委員紹介  

 

４ 報告事項 

(1) 日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ準備経過 

(2) わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ警備・消防・防災業務報告 

 

５ 議  事 

  日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ開・閉会式会場管理運営要綱（案） 

 

６ そ の 他 

今後のスケジュール 

 

７ 閉  会 
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日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ準備経過 

年  月  日 内                 容 

平成２７年 １月１４日 

 

公益財団法人宮崎県体育協会（以下「県体協」という。）臨時理事会及び評議員

会において、「平成３８年第８１回国民体育大会の宮崎県開催招致」を決議 
 

２月１２日 

 

県体協が県、県議会及び県教育委員会に「平成３８年第８１回国民体育大会の

宮崎県開催招致要望書」を提出 
 

２月２５日 

 

知事が県議会２月定例会において、「平成３８年第８１回国民体育大会及び第

２６回全国障害者スポーツ大会の宮崎県開催招致」を表明 
 

３月１３日 

 

県議会２月定例会において、「平成３８年第８１回国民体育大会及び第２６回

全国障害者スポーツ大会の宮崎県開催招致に関する決議」を全会一致で議決 
 

３月１６日 

 

定例教育委員会において、「平成３８年第８１回国民体育大会及び第２６回全

国障害者スポーツ大会の宮崎県開催招致に関する決議」を議決 
 

４月１７日 

 

知事が文部科学省に「平成３８年第８１回国民体育大会開催要望書」と「平成

３８年第２６回全国障害者スポーツ大会開催要望書」を提出 

 知事が公益財団法人日本体育協会（以下「日体協」という。）に「平成３８年

第８１回国民体育大会開催要望書」を、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

に「平成３８年第２６回全国障害者スポーツ大会開催要望書」を提出 
 

６月１１日 

 

日体協第１回国体委員会において、「平成３８年第８１回国民体育大会開催申

請書提出順序了解県」として承認 
 

７月２２日 

 

日体協第３回理事会において、「平成３８年第８１回国民体育大会開催申請書

提出県」として了解（宮崎県開催が内々定） 
 

平成２９年１０月３０日 第８１回国民体育大会宮崎県準備委員会設立総会・第１回総会及び第１回常任

委員会を開催 
 

１１月１４日 第１回総務企画専門委員会及び第１回施設整備専門委員会を開催 
 

１１月１７日 第１回競技運営専門委員会を開催 
 

１２月１４日 第１回市町村担当者会議及び第１回競技団体担当者会議を開催 
 

平成３０年 ５月２２日 第２回総務企画専門委員会を開催 
 

７月 ９日 第２回常任委員会及び第２回総会を開催 
 

７月２４日 第１回広報・県民運動専門委員会を開催 
 

７月３１日 
 

第２回市町村担当者会議及び第２回競技団体担当者会議を開催 
 

１０月２９日 第３回総務企画専門委員会を開催 
 

１２月１９日  第２回競技運営専門委員会及び第２回広報・県民運動専門委員会を開催 
 

平成３１年 １月３１日 第３回常任委員会を開催 
 

２月 ６日 第４回総務企画専門委員会を開催 
 

３月１５日 第３回市町村担当者会議及び第３回競技団体担当者会議を開催 
 

報告事項（１） 
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年  月  日 内                 容 

令和元年 ５月３０日 第５回総務企画専門委員会を開催 
 

７月 １日 

 
 

第４回常任委員会及び第３回総会を開催 

「第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会宮崎県準備委員 

会」に改称 
 

７月 ９日 
 

第３回広報・県民運動専門委員会を開催 
 

８月 ２日 
 

第１回開催基本構想策定検討部会を開催 
 

８月２８日 第４回市町村担当者会議及び第４回競技団体担当者会議を開催 
 

１１月１２日 
 

第６回総務企画専門委員会を開催 
 

１２月１６日 
 

第１回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 
 

１２月１７日 第２回開催基本構想策定検討部会を開催 
 

１２月２０日 第５回市町村担当者会議及び第５回競技団体担当者会議を開催（合同開催） 
 

令和２年 １月１６日 
 

第１回愛称・スローガン、マスコットキャラクター部会を開催 
 

１月３１日 
 

第７回総務企画専門委員会を開催 
 

２月 ５日 
 

第４回広報・県民運動専門委員会を開催 
 

２月 ７日 
 

第３回開催基本構想策定検討部会を開催 
 

２月１７日 
 

第５回常任委員会を開催 
 

３月１８日 
 

第６回市町村担当者会議及び第６回競技団体担当者会議（資料配付のみ） 
 

６月２５日 第８回総務企画専門委員会を開催 
 

６月２５日 
 

第２回愛称・スローガン、マスコットキャラクター部会を開催 
 

７月 ６日 
 

第６回常任委員会を開催 
 

８月 ７日 
 

第４回総会を開催（書面開催） 
 

８月２０日 
 

第７回市町村担当者会議を開催（テレビ会議） 
 

８月２４日 
 

第７回競技団体担当者会議を開催 
 

９月１８日 
 

第２回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催（書面開催） 
 

９月２４日 第３回愛称・スローガン、マスコットキャラクター部会を開催 
 

１０月１５日 日本スポーツ協会臨時国体委員会において、本県の国民スポーツ大会開催年が

令和９年（２０２７年）に変更され、開催申請書提出順序了解県（内々定県）と

して再決定 
 

１１月 ９日 第５回広報・県民運動専門委員会を開催 
 

１２月１８日 第３回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 
 

１２月２３日 
 

１２月２４日 
 

令和３年  １月２２日 
 
２月１５日 
 
３月１８日 
 
３月２２日 

第１回輸送・交通専門委員会を開催 
 
第３回競技運営専門委員会を開催 
 
第９回総務企画専門委員会を開催（書面開催） 
 
第７回常任委員会を開催（書面開催） 
 
第６回広報・県民運動専門委員会を開催 

第８回市町村担当者会議を開催（テレビ会議） 
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年  月  日 内                 容 

３月２３日 
 

第１回宿泊・衛生専門委員会を開催 
 

６月 ８日 
 

第４回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 
 

６月 ９日 
 

第１０回総務企画専門委員会を開催 
 

７月 ５日 
 

第８回常任委員会を開催 
 

８月 ６日 
 

第５回総会を開催（書面開催） 
 

１０月１１日 
 

第９回市町村担当者会議・第８回競技団体担当者会議を開催（合同開催） 
 

１１月２２日 
 

第２回輸送・交通専門委員会を開催 
 

１２月１５日 
 

第４回競技運営専門委員会を開催 
 

１２月１７日 
 

第２回宿泊・衛生専門委員会を開催 
 

１２月２０日 第１１回総務企画専門委員会を開催 
 

１２月２１日 第５回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 
 

令和４年  ２月１４日 第９回常任委員会を開催（書面開催） 
 

３月１６日 県議会２月定例会において「第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者 

スポーツ大会の開催」を決議 
 

３月１７日 第１回式典専門委員会を開催 
 

３月２２日 第７回広報・県民運動専門委員会を開催 
 

４月２５日 第１０回市町村担当者会議を開催 
 

６月 １日 文部科学省及び日本スポーツ協会に「第８１回国民スポーツ大会開催申請書」

を提出 
 

７月１２日 第１２回総務企画専門委員会を開催 
 

７月１４日 日本スポーツ協会第３回理事会において、「第８１回国民スポーツ大会」の宮

崎県開催が内定（国スポ内定に伴い第２６回全国障害者スポーツ大会の宮崎県開

催が併せて内定） 
 

８月２２日 
 
８月３１日 
 
９月１６日 
 

１０月２５日 
 
１１月 ９日 
 

１１月１６日 
 
１１月２１日 
 
１２月 ６日 
 

１２月 ９日 
 

１２月１４日 
 
１２月２０日 

第１０回常任委員会を開催 
 
 第８回広報・県民運動専門委員会を開催 
 
 第６回総会を開催（書面開催） 
 
 第５回競技運営専門委員会を開催 
 
 第１回馬事衛生専門委員会を開催 
 
 第１１回市町村担当者会議を開催 
 
 第１回イメージソング選定部会を開催 
 
 第６回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 
 
 第１３回総務企画専門委員会を開催 
 
 第９回広報・県民運動専門委員会を開催 
 
 第２回式典専門委員会を開催 

  
     １２月２２日 第３回宿泊・衛生専門委員会を開催 

  
令和５年  １月１２日 第１回警備・消防・防災専門委員会を開催 

  
２月 １日  第１１回常任委員会を開催 
  
２月１３日 第３回輸送・交通専門委員会を開催 
  

      ５月１２日  第１２回市町村担当者会議を開催 
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年  月  日 内                 容 

６月２９日 
       

第１回医療救護専門委員会を開催 
 

７月 ６日 
 

第１回式典音楽部会を開催 
 

７月１２日 
 
７月１４日 
 
７月３１日 

 
８月２０日 

 
９月２５日 

 
１０月 ５日 
 
１１月 ７日 
 
１１月１３日 
 
１１月１６日 
 
１１月１７日 
 
１２月１５日 
 
１２月１９日 
 
１２月２１日 
 
１２月２２日 
 

令和６年  １月１１日 
 
１月２２日 

 
２月 ２日 

 
２月 ５日 

 
２月１４日 

 
２月１６日 

 
４月２５日 

 
５月 ９日 

 
５月１５日 

 
５月２３、２４日 

 
６月２１日 

 
６月２７日 

 
７月 ４日 

 
７月 ５日 

 
７月 ９日 

 
７月１２日 

 
７月１７日 

 

 
 
７月２４日 

 
７月３０日 

 
８月 ９日 

 
９月 ４日 

第１４回総務企画専門委員会を開催 
 
第１回式典演技部会を開催 

 
第１２回常任委員会及び第７回総会を開催 

 
 「アスリートタウン延岡アリーナ」サブアリーナ供用開始 
 
第２回イメージソング選定部会を開催 

 
 第１０回広報・県民運動専門委員会を開催 
 
 第２回馬事衛生専門委員会を開催 
 
 第１３回市町村担当者会議を開催 
 
 第３回式典専門委員会を開催 
 
 第２回警備・消防・防災専門委員会を開催 
 
 第４回愛称・スローガン、マスコットキャラクター部会を開催（書面開催） 
 
 第７回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 
 
 第４回宿泊・衛生専門委員会を開催 
 
 第６回競技運営専門委員会を開催 
 
第１５回総務企画専門委員会を開催 

 
第１１回広報・県民運動専門委員会を開催（書面開催） 

 
 第３回イメージソング選定部会を開催 
 
 第１３回常任委員会を開催 
 
 第４回輸送・交通専門委員会を開催 
 
 第１２回広報・県民運動専門委員会を開催 
 
 第１回ポスター選定部会を開催 
 
 第１４回市町村担当者会議を開催 
 
 第１３回広報・県民運動専門委員会を開催 
 
 日本スポーツ協会及び文部科学省による総合視察 
 
 第５回愛称・スローガン、マスコットキャラクター部会を開催（書面開催） 
 
第１回競技運営担当者会議を開催 

 
 第２回式典演技部会を開催 
 
 第２回式典音楽部会を開催 
 
 第２回医療救護専門委員会を開催 
 
 第１４回広報・県民運動専門委員会を開催（書面開催） 
 
日本スポーツ協会第３回理事会において、「第８１回国民スポーツ大会」の宮

崎県開催が決定（会期：令和９年９月２６日～１０月６日。国スポ決定に伴い第

２６回全国障害者スポーツ大会の宮崎県開催が決定） 
 
 第８回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 
 
第１６回総務企画専門委員会を開催 

 
第７回競技運営専門委員会を開催 

 
第１４回常任委員会及び第８回総会を開催 
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年  月  日 内                 容 

 
 

「日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ実行委員会」に改称 
 

９月 ４日 
 
１０月３１日 
 

第１回総会を開催 
 
第８回競技運営専門委員会を開催（書面開催） 

 
１１月２～４日 
 
１１月１５日 
 
１１月２９日 
 
１１月２９日 

 
 
１２月 ９日 
 
１２月１２日 
 
 

 
 
１２月１６日 
 
１２月１７日 
 
１２月１８日 
 
１２月１９日 
 
１２月１９日 
 
１２月２０日 
 

令和７年  １月１５日 
 
 １月１６日 
 
 １月１７日 
 
 １月２２日 
 
 １月３１日 
 
 ２月 ３日 
 
 ２月 ５日 
 
 ２月１８日 
 
 ２月１９日 
 
 ３月 ４日 
 

 

      ３月１５日 
 
 ３月２４日 

 
４月 １日 

 
 ４月１２日 
 
 ４月２１日 
 
５月 ８日 

 
５月１２日 

 
５月２３日 

 
６月 ３日 

      
６月 ４日 

 

開催決定イベントを実施 
 
第４回式典専門委員会を開催 

 
第１５回常任委員会を開催（書面開催） 

 
日本のひなた宮崎 障スポ（第２６回全国障害者スポーツ大会）の会期が決定

（会期：令和９年１０月２３日～１０月２５日） 
 
第２回ポスター選定部会を開催 

 
総務企画市町村担当者会議を開催 

 
日本スポーツ協会第３回国民スポーツ大会委員会において、「第８１回国民ス

ポーツ大会」の競技会会期が決定 
 
第５回輸送・交通専門委員会を開催 

 
第９回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催 

 
第３回警備・消防・防災専門委員会を開催 

 
第１回水泳（飛込）競技運営専門委員会を開催 

 
第６回愛称・スローガン、マスコットキャラクター部会を開催（書面開催） 

 
第３回馬事衛生専門委員会を開催（書面開催） 

 
第１７回総務企画専門委員会を開催 

 
第５回宿泊・衛生専門委員会を開催 

 
第１５回広報・県民運動専門委員会を開催 

 
第９回競技運営専門委員会を開催 

 
第３回式典音楽部会を開催 

 
第３回式典演技部会を開催 

 
第１６回常任委員会を開催 

 
第５回式典専門委員会を開催 

 
第２回競技運営担当者会議を開催 

 
日本スポーツ協会第４回国民スポーツ大会委員会において、「日本のひなた宮 

崎 国スポ・障スポ」公式ポスターが承認・決定 
 
パーソルアクアパーク宮崎完成式典を実施 

 
第７回愛称・スローガン、マスコットキャラクター部会を開催（書面開催） 

 
パーソルアクアパーク宮崎供用開始 

 
霧島酒造スポーツランド都城オープニングセレモニー 

 
公式ポスターデザイン表彰式及び大型看板除幕式 

 
第８回愛称・スローガン、マスコットキャラクター部会を開催（書面開催） 

 
第１５回市町村担当者会議を開催 

 
第１６回広報・県民運動専門委員会を開催 

 
第１回カヌー（ＳＬ／ＷＷ）専門委員会を開催 

 
第１０回競技運営専門委員会を開催 
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年  月  日 内                 容 

６月２５日 
 

 ６月２７日 
 
       ７月 ８日 
 

７月 ８日 
 

７月２８日  
 

８月 ８日 
 

９月 ８日 
 

９月 ９日 
 

 ９月２３日 
 

１０月１８日 
 

 

１１月１１日 
 

１１月１４日 
 

１１月１８日 
 

１２月１６日 

第１８回総務企画専門委員会を開催 
 
第４回式典音楽部会・第４回式典演技部会を開催 
 
第３回競技運営担当者会議（国スポ）を開催 
 
第１回競技運営担当者会議（障スポ）を開催 
 
第１７回常任委員会及び第２回総会を開催 

 
第６回式典専門委員会を開催 

 
第５回式典演技部会を開催 

 
第５回式典音楽部会を開催 

 
２年前イベントを開催 

 
 ひなた ＴＥＮＮＩＳ ＰＡＲＫ ＭＩＹＡＺＡＫＩ 屋外コートオープニングセ

レモニー 
 
 第６回宿泊・衛生専門委員会を開催 
 
第７回式典専門委員会を開催 

 
第１０回全国障害者スポーツ大会専門委員会を開催（書面開催） 

 
 第３回医療救護専門委員会を開催 



わたSHIGA輝く
国スポ・障スポ２０２５

警備・消防・防災業務

報告事項（２）



わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ２０２５
警備・消防・防災業務

１.開催期間
２.開・閉会式会場
３.開・閉会式会場の位置関係等
４-①.参加者数（両大会開・閉会式）
４-②.参加者数（両大会競技会）
５.開・閉会式警備・消防・防災の主な業務内容
６.警備・消防・防災本部体制
７.入場整理班の各係業務内容
８.関係機関による警備・消防・防災業務実施状況
９.大規模災害・突発重大事案対策



わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実施状況
１．開催期間

○ 国スポ大会
会期前競技 令和７年 ９月 ６日 ～ ９月１５日まで

同 年 ９月２１日 ～ ９月２５日まで
本 大 会 同 年 ９月２８日 ～ １０月 ８日まで

○ 障スポ大会 同 年１０月２５日 ～ １０月２７日まで

２．開・閉会式会場
「平和堂ＨＡＴＯスタジアム」

国スポ 開会式： ９月２８日 閉会式：１０月 ８日
障スポ 開会式：１０月２５日 閉会式：１０月２７日



３．開・閉会式会場（平和堂HATOスタジアム）の位置関係等

わたSHIGA輝く国スポ実施状況

JR彦根駅

平和堂HATO
スタジアム



わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ２０２５
警備・消防・防災業務

１.開催期間
２.開・閉会式会場
３.開・閉会式会場の位置関係等
４-①.参加者数（両大会開・閉会式）
４-②.参加者数（両大会競技会）
５.開・閉会式警備・消防・防災の主な業務内容
６.警備・消防・防災本部体制
７.入場整理班の各係業務内容
８.関係機関による警備・消防・防災業務実施状況
９.大規模災害・突発重大事案対策



４－①．参加者数（両大会 開・閉会式）

４－②．参加者数（両大会 全競技会）

合計一般観覧者大会関係者選手・監督等区分

１４，５８４６，０３４５，９４９２，６０１国スポ 開会式

９，９８７４，５１２４，０１５１，４６０国スポ 閉会式

１３，８０５４，０６８６，８９１２，８４６障スポ 開会式

１４，２３６３，４５８５，１４９５，６２９障スポ 閉会式

５２，６１２１８,０７２２２，００４１２，５３６合計

【単位：人】

【単位：人】

合計（県内合計数）わたSHIGA輝く国スポ・障スポ
５２１，９９３国スポ 競技会（全３７競技）
５０，９７４障スポ 競技会（全１４競技）

５７２，９６７合計



わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ２０２５
警備・消防・防災業務視察報告

１.開催期間
２.開閉会式会場
３.開閉会式会場の位置関係等
４-①.参加者数（両大会開・閉会式）
４-②.参加者数（両大会競技会）
５.開・閉会式警備・消防・防災の主な業務内容
６.警備・消防・防災本部体制について
７.入場整理班の各係業務内容について
８.関係機関による警備業務について（参考）



警備・消防・防災関連業務
５．開・閉会式警備・消防・防災の主な業務内容について
（１）警備業務

○事前警戒・警備 ○雑踏警備の実施 ○事件・事故発生時の通報連絡、初期対応
○入退場者の管理（ADカード確認、手荷物検査、持込禁止物一時預かり等）
○関係車両の案内、誘導、交通整備及び駐車場利用状況の把握
○不審者、不審物の発見と適切な対応 ○迷子、遺失物等への対応

（２）消防・防災業務
○火災の警戒及び初期消火活動 ○火災その他災害情報の収集、伝達及び通報
○消防用設備の点検 ○消防ポンプ自動車、救急自動車の配備
○災害発生時における避難経路の確保

（３）大規模災害・突発重大事案対策業務
○発生に備えた組織体制の確立 ○発生時の緊急車両の誘導及び通行路の確保
○大会参加者の安全確保及び避難誘導
○救急・救助及び医療機関等の協力による救急搬送の実施



わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ２０２５
警備・消防・防災業務視察報告

１.開催期間
２.開閉会式会場
３.開閉会式会場の位置関係等
４-①.参加者数（両大会開・閉会式）
４-②.参加者数（両大会競技会）
５.開・閉会式警備・消防・防災の主な業務内容
６.警備・消防・防災本部体制について
７.入場整理班の各係業務内容について
８.関係機関による警備業務について



警備・消防・防災本部を設置
６．警備・消防・防災本部体制について

警備・消防・防災本部
実施本部員（県職員）

＋

ボランティア、警備員

警備係

入場整理班
ＡＤゲート係

入場口係

実施本部員（県職員）座席案内係

警備員委託警備業者自主警備本部

警察官警察本部（現地本部）

消防職員消防本部（彦根市消防本部）
※警備・消防・防災

の関係機関として



○県が委託している民間警備会社によって構成された組織体で
あり、「自主警備本部」という名称で警備・消防・防災本部
内に立ち上げており、県実施本部の各係と連携を図りながら
業務に従事している。

○現場における任務内容には、会場周辺の警戒、ＡＤゲート、
入場口における手荷物検査、金属探知機の運用など専門的な
どの業務を担当

○警備員に対する指示等は、自主警備本部によって行われるが、
現場では実施本部員（県職員）と共同して業務に従事するた
め、互いの連携が必要となる。

※自主警備本部について



警備・消防・防災業務従事者数（国スポ開・閉会式のみ）

※各競技会場における自主警備は市町村が行う

警備員ボランティア実施本部員区分国スポ大会

４４１１１７３２７入場整理班

開会式 ４４８ー１１５交通警備

８８９１１７４４２合計

３２８９８２９６入場整理班

閉会式 １５５ー９３交通警備

４８３９８３８９合計



わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ２０２５
警備・消防・防災業務視察報告

１.開催期間
２.開閉会式会場
３.開閉会式会場の位置関係等
４-①.参加者数（両大会開・閉会式）
４-②.参加者数（両大会競技会）
５.開・閉会式警備・消防・防災の主な業務内容
６.警備・消防・防災本部体制
７.入場整理班の各係業務内容
８.関係機関による警備・消防・防災業務実施状況
９.大規模災害・突発重大事案対策



警備・消防・防災本部を設置
７．入場整理班の各係業務内容について

(1) 警備係
ア 警備・消防・防災本部
関係機関との連絡調整や情報集約、防犯カメラ監視、現場無線対応

イ 式典会場外警戒
式典会場外における警戒警備、来場者の安全確保と不正行為の防止等

(2)ＡＤゲート係
各ＡＤゲートにおける本人確認や簡易手荷物検査（所持バッグの開破確認）

(3)入場口係
各入場口における金属探知機検査、手荷物検査、持込禁止物一時預かり、
飲料水等移し替え等

(4)座席案内係
来場者の座席案内・誘導



(1) 警 備 係

本部内 警
察
官
１
名

警備・消防・防災本部

※建物２階部分に医療救護本部と共同で使用

【警備・消防・防災本部】
警備・消防・防災業務の全体運営（関係機関との連絡調整・情報集約等）、
防犯カメラ監視、各係との無線対応、指揮、トラブル発生時の対応業務



(1) 警 備 係

式典会場外警戒
【式典会場外警戒】

式典会場外（ＡＤ管理エリア）
における警戒警備を実施
⇒ＡＤカードやリストバンド
未着装者への声かけや担当

⇒エリア内を巡回し、防火設
備、避難経路における障害
物の除去を担当



（２）ＡＤゲート係（滋賀県国スポ開会式）

・ＡＤゲート計７カ所設置
（うち１カ所入場口と併用）

・各ＡＤゲートの来場者振り分け
ＡＤゲートＡ ～ 大会役員・式典関係者等
ＡＤゲートＢ ～ 選手団
ＡＤゲートＣ ～ 大会役員、運営関係者、招待者
ＡＤゲートＤ ～ 式典関係者、都道府県応援団
ＡＤゲートＥ ～ タクシー利用者、運営関係者
ＡＤゲートＦ ～ 車椅子利用者
ＡＤゲートＧ（入場口４） ～ 一般観覧者



○ＡＤ管理エリア外周の状況

ＡＤゲートＦ

鉄柵
高さ１．８メートル

鉄柵
高さ１．８メートル



○ＡＤカード（滋賀県国スポ開・閉会式時）

ＡＤレベル
（通行可能区域を明示） 大会名

ＡＤカード所持区分
（一般観覧者、実施本員、

視察員などと表記）
ＱＲコード

（読み取り装置により、
ＡＤカード所持者の
個人情報が表示）

団体名
（加えて本人確認書類を

持参するよう告知）
開・閉会式における

指定されたＡＤゲート、
入場口、座席、再入場口

氏 名
0000000-0000



(2) Ａ Ｄ ゲ ー ト 係

～ＡＤゲート入場手順～
➀ ＡＤカード（入場券）と顔写真付き身分証明書による本人確認

（ＱＲコードを読み取りによる本人照合実施）
② 簡易手荷物検査（手提げバッグ等の開破による目視確認）
③ 確認済みを証明する「リストバンド」の装着

【ＡＤ管理エリア内来場者入場管理（ADゲート）】

本人照合実施

①

ＡＤゲートＡ

簡易手荷物検査
リストバンド装着

②・③
警察官の配置状況



(3) 入 場 口 係
～入場口入場手順～

①ＡＤカード、リストバンド装着の確認
②手荷物をトレーに入れる
③ゲート式金属探知機を通過
④手荷物検査
※持込禁止物やペットボトル飲料水を持ち込んだ場合は、
手荷物検査後通過後、「一時預かり所」や「ビン・カン
詰め替え所」へ

【式典会場（ＨＡＴＯスタジアム）入場管理】
式典会場

平和堂ＨＡＴＯスタジアム



〇入場口 入場手順

手荷物トレー

ゲート式金属探知機

ハ
ン
デ
ィ
式
金
属
探
知
機

手荷物検査

飲料水一口試飲

➀ ② ③ ④



～持込禁止物について～



(4) 座 席 案 内 係
【座席案内・会場内誘導・会場内警備】
・座席案内係（職員）による一般観覧者や一般・特別招待者に対する座席案

内・誘導を実施し、加えて警察官による会場内警備を実施
・また、天皇皇后両陛下の御着に備え、座席案内係において、「入場ゲート

締切り時間」や「離席禁止時間」を告知するための首掛けプラカードを所
持し、案内を事前案内に活用

座席誘導係

会場内警備

警察官（私服）

警察官

会場内警備



わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ２０２５
警備・消防・防災業務視察報告

１.開催期間
２.開閉会式会場
３.開閉会式会場の位置関係等
４-①.参加者数（両大会開・閉会式）
４-②.参加者数（両大会競技会）
５.開・閉会式警備・消防・防災の主な業務内容
６.警備・消防・防災本部体制
７.入場整理班の各係業務内容
８.関係機関による警備・消防・防災業務実施状況
９.大規模災害・突発重大事案対策



関係機関による警備・消防・防災業務実施状況

【事前警戒警備】【交通整理】
会場内への侵入防止および不審物の発見のため事前警戒・警備
会場周辺道路における交通渋滞および交通事故防止対策、交差点における横断歩行者事故防止対策

警察官による会場周辺の不審物検索 警備員による会場周辺の交通整理皇宮警察・警察犬による巡回



クリア措置

【クリア措置】
皇室の御着・御発時に、皇室動線を立入り禁止（警察官を除く）にし、

皇室身辺の安全の確保のために実施する。

HATOスタジアム正面出入口
（行幸啓 御着・御発場所）

クリア措置の状況
（行幸啓 御着・御発場所）

クリア措置の状況
（資機材活用の状況）

警察官配置員

県行幸啓担当課
ＨＡＴＯスタジアム正面出入口

移動式横幕



【緊急車両（消防車、救急車）の配備、医療・救護本部の連携】

医療・救護本部

警備・消防・防災本部の横に
「医療・救護本部」を設置して
おり、式典開催中における傷病
者等発生時には、常に情報共有
体制を確立

関係機関による警備・消防・防災業務実施状況

交代要員用車両マイクロバス科学車救急車指揮車指令広報車

２１１１１１国ス開会式

００１１１１国ス閉会式



わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ２０２５
警備・消防・防災業務視察報告

１.開催期間
２.開閉会式会場
３.開閉会式会場の位置関係等
４-①.参加者数（両大会開・閉会式）
４-②.参加者数（両大会競技会）
５.開・閉会式警備・消防・防災の主な業務内容
６.警備・消防・防災本部体制
７.入場整理班の各係業務内容
８.関係機関による警備・消防・防災業務実施状況
９.大規模災害・突発重大事案対策



大規模災害・突発重大事案対策
大規模災害・突発重大事案の発生に備え、情報収集、大会参加者の安全確保及び避難誘導体制の確立等の対策を実施

ＨＡＴＯスタジアム
フィールド及び観覧席内における避難誘導経路

ＨＡＴＯスタジアム周辺
における避難誘導経路





議事 

 

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ 

実 行 委 員 会 
 

 

第４回警備・消防・防災専門委員会 
 

 

 

 

 

 

 

（案） 

議 事 

 

（１）第１号議案 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

         会場地市町村選定基本方針及び会場地選定基準改正（案）・・・・・Ｐ１ 

 

（２）第２号議案 第８１回国民スポーツ大会会場地市町村第７次選定（案）・・・・・Ｐ２ 

（３）第３号議案 第８１回国民スポーツ大会公開競技会場地市町村第１次選定（案）・Ｐ３ 

）・・・・・Ｐ８ 

 

（６）第６号議案 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

         開催基本構想（原案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ開・閉会式会場管理運営要綱（案）・・・・・  P1～3 



  
第１号議案 

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ 
開・閉会式会場管理運営要綱（案） 

 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポの開・閉会式の会場秩序の保持と
円滑な運営を図るため、開・閉会式会場に入場し、又は入場しようとする全ての者（以
下「入場者等」という。）が遵守すべき事項を定めるものとする。 

 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。 
（１）開・閉会式関連会場 
      開・閉会式を実施するため、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ実行委員会（以下

「実行委員会」という。）が使用する区域をいう。 
（２）ＡＤ管理エリア 
   開・閉会式関連会場のうち、入場用ＡＤカード等の通行管理レベル認識証（以下

「ＡＤカード等」という。）により入場管理を行う区域をいう。 
（３）式典会場 
   ＡＤ管理エリアのうち、開・閉会式の式典が行われる区域をいう。 

 
（管理運営者） 
第３条 開・閉会式関連会場の管理運営者は、実行委員会会長（以下「会長」という。）と
する。 

 
（持込禁止物） 
第４条 開・閉会式関連会場に、次の各号に掲げる物（模造品、類似品を含む。）を持ち込
んではならない。ただし、会長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 
（１）銃砲類、エアーソフトガン、モデルガン、その他銃器及び銃器と誤認させる物

（銃砲の威力のない銃器を含む。） 
（２）刀剣類、包丁、ナイフ、カミソリ、針、ハサミ、缶切、その他鋭利な物 
（３）毒物、劇薬その他の有害物質 
（４）爆発物、発煙筒、爆竹、花火、ガスホーン、火薬、照明弾、催涙スプレー、油類

その他可燃性の危険物 
（５）スタンガン、石、弓矢、クロスボウ、スリングショット、吹矢、木材、木刀、鉄

パイプ、棒、ハンマー、チェーン、その他凶器として使用されるおそれのある物 
（６）掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン、風船、ゼッケ

ン、プラカード、レーザーポインター、サーチライト、文書、図書、図面、印刷物
等で開・閉会式の運営に支障を及ぼすおそれのある物 

（７）塗料類（ペンキ類） 
（８）キックボード、スティックボード、スケートボード、ローラースケート、ローラ

ー付きシューズ、ラジコン、その他通行に支障を及ぼすおそれのある物 
（９）無線通信機器（携帯電話、スマートフォン、タブレット、小型ラジオ等を除く。） 
（10）ドローン、カメラ内蔵型マルチヘリコプター、ラジコンヘリコプターその他遠隔

操作又は自動操縦により飛行させることができる無人航空機（以下「ドローン等」
という。） 

（11）動物類（盲導犬、聴導犬、介助犬等身体障害者の補助の用に供する目的で訓練さ
れた犬を除く。） 

（12）その他入場者等に迷惑若しくは危険を及ぼし、又はそのおそれのある物 
 



２ 式典会場に、前項各号に掲げる物のほか、次の各号に掲げる物を持ち込んではならな
い。該当物については、持込禁止物預かり所にて一時預かることとする。ただし、会長
が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 
（１）酒類 

 （２）ペットボトル 
 （３）ドライアイス 
  （４）ボール類、ブーメランなどの投てき用遊具のほか、ビン類、缶類（スプレー缶を

含む。）、凍結物その他の投てき、破裂等により他人に危害を与えるおそれのある物 
  （５）ホイッスル、拡声器、楽器、ラジオカセット、スピーカー、その他大きな音が出

る物 
（６）クーラーボックス、旅行用カバンその他スタンド通路の通行に支障を及ぼすおそ

れのある大型又は大量の荷物 
 （７）その他開・閉会式の式典の運営若しくは進行の妨げ、又はそのおそれのある物 
 
（禁止行為） 
第５条 開・閉会式関連会場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、
会長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 
（１）立入りを制限又は禁止された場所に正当な理由なく立ち入ること。 
（２）フィールド、観客席等へ物を投げ入れ、又は発射すること。 
（３）機器を使用し、むやみに大音量を発すること。 
（４）施設、器物、装置を汚損若しくは破壊し、又はみだりに操作を行うこと。 
（５）入場者等を脅迫、威圧、侮辱、挑発し、若しくは入場者等に面会を強要し、又は

入場者等の通行の妨害となる行為をすること。 
（６）抗議集会、デモ等会場秩序を乱すおそれのある行為をすること。 
（７）所定の場所以外の場所で喫煙し、又はごみその他の汚物を廃棄すること。 
（８）アルコール、薬物その他の物質により酩酊した状態で入場し、又は入場しようと

すること。 
（９）実行委員会が発行する駐車許可証等を掲示することなく、開・閉会式関連会場に

自動車を乗り入れ、又は所定の場所以外の場所に駐車すること。 
（10）所定の場所以外の場所へ自転車若しくは二輪車を乗り入れ、又は所定の場所以外

の場所に駐輪すること。 
（11）たき火、電熱器、ガスその他これに類する火気を使用すること。 
（12）テント、小屋掛けその他工作物を設けること。 
（13）商行為、寄付金の募集、広告物の提示等の行為をすること。 
（14）文書、図書、図面、印刷物その他の物を配布し、又は掲出すること。 
（15）ヘイトスピーチ、宣伝、勧誘、署名活動、演説、講演、布教、集会又は喧噪にわ

たる行為をすること。 
（16）本人名義以外のＡＤカード等を使用してＡＤ管理エリアに入る目的でＡＤカード

等を所持し、又は入場しようとすること。 
（17）施設又は設備に施された錠、封印、テープ等を損壊、開封又は改変すること。 
（18）開・閉会式関連会場上空において、ドローン等を飛行させること。 
（19）その他会場における秩序の保持と大会の円滑な運営を妨げ、入場者等に迷惑若し

くは危険を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。 
２ 式典会場において、前項各号に掲げる行為のほか、次の各号に掲げる行為をしてはな
らない。ただし、会長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 
（１）式典会場内で傘を使用すること。 
（２）他の入場者の迷惑になる、又はそのおそれのある撮影を行うこと。 
（３）退場が規制されている時間に許可なく退場すること。 

 
 



（遵守事項） 
第６条 入場者等は、開・閉会式関連会場の施設管理者が定める諸規定を遵守しなければ
ならない。 

２ ＡＤ管理エリアに入場し、又は入場しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守
しなければならない。 
（１）ＡＤカード等を外部から視認できるように実行委員会から指定された方法により

携帯し、係員から提示を求められたときは、これに応じること。 
（２）マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等顔写真付きの身分

証明書その他本人であることを確認できるものを携帯し、係員から提示を求められ
たときは、これに応じること。 

（３）係員の指示、案内、誘導等に従い行動すること。 
３ 式典会場に入場し、又は入場しようとする者は、前項各号に加え、次の各号に掲げる
事項を遵守しなければならない。 
（１）指定された場所において、実行委員会が指定する方法による本人確認に応じるこ  

と。 
（２）式典会場における秩序の保持と大会の円滑な運営のため、手荷物、所持品等の検

査に協力すること。 
（３）指定された席又はスタンドエリア内において着席して観覧し、係員が席の移動を

指示した場合は、これに従うこと。 
 

（入場制限等） 
第７条 会長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開・閉会式関連会場への入場
を拒み、又は退場を命ずることができる。 
（１）会長の許可なく、第４条に掲げる物を持ち込んだ者又は持ち込もうとする者 
（２）会長の許可なく、第５条に掲げる行為を行った者又は行うおそれのある者 
（３）正当な理由なく前条に掲げる事項を遵守しない者 

 
（雑則） 
第８条 第４条及び第５条の規定は、次に掲げる場合には適用しないものとする。 
（１）実行委員会又は県が設置する両大会の実施本部が、開・閉会式等のため会場設営、 
運営及び式典行事を行う場合 
（２）日本のひなた宮崎国スポ・障スポ都城市実行委員会が競技のため会場設営及び運

営を行う場合 
２ この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
この要綱は、令和９年９月 26 日から施行し、令和９年 10 月 25 日をもって、その効力を

失う。 



その他 

 

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ 

実 行 委 員 会 
 

 

第４回警備・消防・防災専門委員会 
 

 

 

 

 

 

 

（案） 

議 事 

 

（１）第１号議案 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

         会場地市町村選定基本方針及び会場地選定基準改正（案）・・・・・Ｐ１ 

 

（２）第２号議案 第８１回国民スポーツ大会会場地市町村第７次選定（案）・・・・・Ｐ２ 

 

（３）第３号議案 第８１回国民スポーツ大会公開競技会場地市町村第１次選定（案）・Ｐ３ 

）・・・・・Ｐ８ 

 

（６）第６号議案 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

         開催基本構想（原案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊 
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資料３ 



２０２５年（Ｒ７) ２０２７年（Ｒ９)

開催２年前 開催年

滋賀 宮崎

1

細目

２０２６年（Ｒ８)

開催１年前

開催地 青森

全体計画

○開・閉会式（リハーサル含む）に

おける警備員の配置運用、警備資機

材の設置運用等を会場平面図に落と

し込む

○開・閉会式（リハーサル含む）にお

ける係員の具体的な業務内容について

整理し、実施本部員・ボランティアそ

れぞれのマニュアルを作成する

開・閉会式会場

管理運営要綱

開・閉会式等会場防災計画

（委託）

○開・閉会式（リハーサル含む）にお

ける火災等予防警戒の対策や発生時の

対応、避難経路等の詳細を定める

○開・閉会式会場において入場者等が遵

守すべき事項を定める

開・閉会式等自主警備・交通警備計画

（委託）

開・閉会式等業務マニュアル

（自作）

警備・消防・防災本部設置

※ 先催県を参考に作成したものであり、今後、業務内容やスケジュールの変更もありうる。

会場地市町村

業務マニュアル策定

○競技会場における警備・消防・防災業務

について実施本部員・ボランティア等のマ

ニュアルを作成する

※障スポ競技会場については県が作成する

会場地市町村

警備・消防・防災基本計画

○会場地市町村の各業務に関する基

本的事項について定める

会場地市町村

警備・消防・防災実施要項

○基本計画を基に警備、消防、防災

の各分野における具体的な業務内容

等を定める

開・閉会式会場警備

（委託）

国スポ・障スポ開・閉会式リハーサル

（訓練）


